
契 約 書 

 

 契約名称 東北農林専門職大学AI潅水施肥システム賃貸借及び保守 

 賃貸借及び保守期間 令和８年５月１日から令和15年４月30日まで 

 賃貸借及び保守料金 契約期間総額 〇〇〇〇〇 円（うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円） 

（内訳）令和８年度         年額〇〇〇〇円（うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円） 

    令和９年度～令和14年度   年額〇〇〇〇円（うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円） 

令和15年度                年額〇〇〇〇円（うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇円） 

 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額以上の額とする。ただし、山形県財務規則第

135条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 

 頭書の賃貸借及び保守について、東北農林専門職大学長 神山 修 を発注者とし、○○○○〇〇

〇〇を受注者とし、次の条項により契約を締結する。 

 （総則） 

第１条 受注者は、「東北農林専門職大学AI潅水施肥システム賃貸借及び保守 仕様書」に基づき、

頭書の賃貸借及び保守料金（以下「賃借料」という。）をもって、頭書の期間（以下「契約期間」

という。）発注者に貸与するものとし、あわせて機器類が正常に動作し、発注者が機器類を完全に

使用できるよう、調整、修理または部品の交換等所要の保守を行うものとする。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者、受注者協議して定める。 

 （設置場所） 

第２条 機器類は、次の場所に設置するものとする。 

 山形県新庄市大字角沢１３６６ 東北農林専門職大学 野菜花きハウス 

 （業務遂行上の義務） 

第３条 受注者は、業務に従事する者（以下「従事者」という。）に業務の遂行に必要な技術を習得

させ、業務の遂行に万全を期するものとする。 

 （従事者の管理） 

第４条 受注者は、従事者の管理について一切の責任を負う。 

２ 受注者は、従事者の雇用にあたっては、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の労働関 

 係法令を遵守するものとする。 

 （秘密の保持等） 

第５条 受注者は、業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に

利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （監督及び指示並びに調査及び報告） 

第６条 受注者は、この契約に基づく業務の実施について、発注者の監督及び指示に従わなければな

らない。 

２ 発注者は、必要があるときは、受注者に対し業務の実施状況について実地に調査し、又は報告を

求めることができる。 



 （損害賠償） 

第７条 受注者は、業務の処理に関し、故意又は過失により発注者又は第三者に損害を与えたとき

は、その損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の規定による賠償額は、発注者、受注者協議により定めるものとする。 

 （権利及び義務の譲渡禁止） 

第８条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら

ない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。 

 （再委託の禁止） 

第９条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ業務の

一部の再委託について書面により発注者の承認を得た場合、又は発注者が軽微なものと判断した業

務の一部を再委託する場合は、この限りでない。 

 （契約内容の変更等） 

第10条 発注者は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は業務を一時中断することがで

きる。この場合において、賃貸借及び保守料金又は賃貸借及び保守期間を変更する必要がある場合

は、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。 

２ 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならな

い。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。 

３ 受注者は、必要がある場合には、発注者に対し労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇に

伴う賃借料の変更について申出を行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、そ

の可否について迅速かつ適切に協議を行うものとする。 

 （契約の解除） 

第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除する

ことができる。 

(1) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。 

(2) この契約の履行について、不正の行為があったとき。 

(3) 正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。 

(4) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。 

(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又は

その支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定す

る暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５

年を経過しない者（以下この号において「暴力団員等」という。）であると認められるとき。 

ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下この号において同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められ

るとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的



をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。 

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでの

いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約そ

の他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対し

て当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

２ 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することが

できる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するもの

とする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。 

３ 第１項第１号から第３号まで又は第５号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金

は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発

注者に対し解除違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。 

４ 第１項第４号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠償

しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。 

５ 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知す

るものとする。 

６ 発注者は、翌年度以降において、本契約に係る歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除が

あった場合は、この契約を解除する。 

 （談合等に係る契約解除） 

第12条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場

合においては、この契約を解除することができる。 

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独

占禁止法」という。）第７条第１項若しくは第２項（第８条の２第２項及び第20条第２項におい

て準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第17条の２又は第20条第１項の

規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟（行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）

第３条第１項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。）を提起しなかったとき。 

(2) 受注者が独占禁止法第７条の２第１項（第８条の３において読み替えて準用する場合を含

む。）、第７条の９第１項若しくは第２項又は第20条の２から第20条の６までの規定による命令

を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。 

(3) 受注者が前２号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が 

確定したとき。 

(4) 受注者（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治40年法律第45号）

第96条の６若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する



法律（平成12年法律第130号）第４条の規定による刑に処せられたとき。 

２ 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか

否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に

支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。 

３ この契約の履行後に、受注者が第１項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合につ

いても、前項と同様とする。 

４ 第２項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害

額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額に

つき賠償を請求することを妨げるものではない。 

 （事故発生の通知） 

第13条 受注者は、業務の処理に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に対し通知するととも

に、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。 

 （業務完了報告等） 

第14条 受注者は、機器を納品した際には、納品書を１部提出すること。 

 また、年次点検整備及び年次点検登録完了時には作業完了報告書を１部提出すること。 

この場合において、押印は不要であり、電子メールでの提出も可能とする。 

２ 発注者は、前項の作業完了報告書を受理したときには、その日から起算して10日以内に成果品

について検査を行わなければならない。 

３ 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく

当該補正を行い、発注者に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合に

おいて、再検査の期日については、同項を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとす

る。 

 （賃借料の支払）  

第15条 受注者は、前条の検査に合格したときは、発注者に対し賃借料の請求書を提出するものと

する。この場合において、請求書への押印は不要であり、電子メールでの提出も可能とする。 

２ 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に賃借料を受

注者に支払うものとする。 

（遅延利息） 

第16条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により第15条の規定による契約金額等の支払が遅れ

た場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額

の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円

未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てるものとする。 

２ 発注者は、その責めに帰する理由により第14条第２項に規定する期間内に検査をしないとき

は、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を第15条第２項に規定する支払

期間の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数を超えるときは、支払



期間は満了したものとみなし、その超える日数に応じ、前項の遅延利息を支払うものとする。 

 （発注者の履行追完請求権等） 

第17条 成果品がこの契約の内容に適合しないときは、発注者は、その不適合を知った時から１年

以内にその旨を受注者に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、賃借料の減

額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。 

 （履行遅滞違約金） 

第18条 受注者がその責めに帰すべき事由によって、履行期限までに業務を完了することができな

い場合において、当該履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認められるときは、発注

者は、受注者から違約金を徴収して当該履行期限を延長することができる。 

２ 前項の違約金の額は、賃借料から既成部分又は既成部分相当額を控除した額に対して、遅延日数

に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。 

 （履行不能の場合の措置） 

第19条 受注者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又は

一部を履行することができないときは、発注者の承認を得て当該部分についての義務を免れるも

のとし、発注者は、当該部分についての賃借料の支払を免れるものとする。 

 （疑義についての協議） 

第20条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応

じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。 

 

 発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって契約を締結し、

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自１通を保有

する。 

 

令和８年○月○日 

発注者   山形県新庄市大字角沢１３６６ 

      東北農林専門職大学長 神山 修 

 

受注者   （住所又は所在地） 

（氏名又は名称及び代表者氏名） 

 


